
スマホでの申告書作成要領
1 申告準備

Android

作成コーナーへアクセス

Chromeを起動し、
Googleレンズを利用
してQRコードを読み
取ります

カメラを起動し、
QRコードを読み
取ります

 QRコードの読み取り方法

※上記以外の方法で読み取った場合、正常に動作
しない可能性がありますのでご注意ください

▼

②各項目を選択

①『作成開始』をタップ

③申告内容に関する質問に回答

昨年、スマホで申告し
た際の保存データを利
用する場合は、「保存
データ利用」をタップ
して進みます

申告者ご本人の生年月日を入力し、
申告する所得を全て選択

該当する収入・所得の項目を
選択し、画面の案内に沿って
入力

①『マイナンバーカード

の読み取り』をタップ

③登録されている情報を
確認（変更等がある場合
は、『訂正』をタップし
て編集）

読み取り後、『③ 登録
情報の確認』へ画面遷移
しない場合は、画面の案
内に沿って、マイナポー
タルアプリの画面を閉じ
てブラウザを開いてくだ
さい

②利用者証明用電子証明書
のパスワード（数字４桁）
を入力し、マイナンバー
カードを読み取る

 推奨ブラウザ

iPhone/iPad

SafariChrome

Android iPhone/iPad

※推奨ブラウザ以外では使用しないでください

事業所得、不動産所得、業務に
係る雑所得を有する方で、青色
申告決算書又は収支内訳書を作
成される方は「決算書・収支内
訳書（+所得税）」を選択
※先に青色申告決算書・収支内
訳書を作成してから所得税の申
告書に進みます

3 申告する所得の選択等 ４ 収入等入力 ５-1 雑損控除等入力（住宅・家財等の損失額、災害関連支出の入力）

初めてマイナンバーカードを利用
して申告される方は、①でマイナ
ンバーカードを読み取った後に右
記の画面が表示されます
画面の案内に沿って基本情報の登
録等を行います
なお、マイナンバーカードによる
本人確認をする際に、署名用電子
証明書のパスワード（英数字6～16
文字）を入力する必要があります

はじめに ２ マイナンバーカードの読み取り

①『雑損控除、災害減免』
をタップ

②『災害』を選択し、
「特定非常災害の認定を
受けた災害ですか？」の
質問に『はい』を選択

③ 「被災した住宅・家財
等の損失額の計算書」を基
に画面の案内に沿って入力

【ご注意】

推奨ブラウザ以外は使用しないでください

※ 本作成要領に掲載している画面は令和７年１月以降用の
画面であり、今後変更となる場合があります。

マイナポータルと連携して控除証明
書等を取得する方は、「連携する」
を選択してください
※マイナポータル連携を行うために
は事前準備が必要です

≪マイナポータルと連携する場合≫

≪マイナポータルと連携しない場合≫

④災害関連支出がある場合は、「Cのうち災害関連支出がある」をチェ
ックの上「入力する」をタップし、画面の案内に従って入力

Ａ

Ｂ

「被災した住宅・家財
等の損失額の計算書」
を基に入力します

「雑損失の金額の計算書」
の２枚目を基に入力します

Ｃ
B

Ａ

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top


・「計算結果の確認」、「還付・納付方法等の入力」「財産債務調
書、住民税等に関する事項」「基本情報の入力」、「マイナンバー
の入力」と遷移。
・各画面の案内に従い入力・確認。

『申告書等を表示する』をタップする
と、送信前の申告書イメージが表示さ
れるので、内容に誤りがないか確認

Android：「◀」ボタンをタップ
して元の画面に戻ります
iPhone/iPad：「 」ボタンで開
いている申告書イメージのタブを閉
じて元の画面を開きます

Android

iPhone/iPad

①『申告書等を表示する』をタップすると、PDF
ファイルが表示

【自宅で印刷】

スマホのBluetooth機能などを利用し
て、プリンタにPDFファイルをデータ
送信して印刷

【コンビニ等で印刷】

コンビニ等の有料プリントサービスを利用
して印刷

プリントサービスに
関する詳しい情報は
こちらのページ下部
「申告書の印刷」を
ご覧ください

①『入力データのダウンロ
ードページへ』をタップ

②『入力データをダウン
ロードする』をタップ

『ダウンロード』をタップす
ると、「iCloud Drive」また
はiPhone内のダウンロード
フォルダ内に保存されます。

②ダウンロードされた申告書の控えを保存する

申告書データを保存しておくと、来年以降の
申告書作成の際に利用することができます

Android、Google Chromeの名称及びロゴは、Google LLCの商標又は登録商標です。
iPhoneの名称及びロゴは、米国及び他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

PDFファイルが表示
されると、自動的に
スマホ端末内のダウ
ンロードフォルダに
保存されます。

PDFファイルが表示さ
れてから、「 」を
タップして、「 」
や「 」などの任意
のファイル管理アプリ
を選択して保存します。

④申告書の送信完了後、
「送信結果の確認」画
面が表示されますので
「次へ」をタップ

③確認画面で「送信を実
行する」をタップし、送
信完了画面が表示された
ら「閉じる」をタップ

②「送信する」をタップ

(参考)保存した控えを印刷する11 入力データを保存する10 申告書控えを保存する９ 申告書を送信する

７ その他情報の入力 ８ 申告内容等の確認5-2 雑損控除等入力（り災証明書等の入力）

該当する所得控除・税額控除等の項目を選択し、画面の案内に
沿って入力

６ 控除等入力

③入力データを保存する

Android

iPhone/iPad

自動的にスマホ端末内
のダウンロードフォル
ダに保存されます。

※印刷は任意です

スマホでの申告書作成要領
り災証明書等の内容を画面の案内に沿って入力

※ 翌年の申告の際に必要となるため、確実に保存
してください。

・「還付金振込通知」などを
e-Taxで受け取ることが可能
です
・「還付方法等の入力」画面
でe-Taxによる電子交付を希
望する場合、電子交付を選択
してください

※ 本作成要領に掲載している画面は令和７年１月以降用の
画面であり、今後変更となる場合があります。


